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三田市条例第  号 

 

   三田市自家用有償旅客運送条例の一部を改正する条例 

 

 三田市自家用有償旅客運送条例（令和３年三田市条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１上青野小野線の項の次に次のように加える。 

上青野ＪＲ

新三田駅線 

上青野、下青野又は

北浦地内 

上青野、下

青 野 又 は

北浦地内 

ＪＲ新三田駅 上青野、

下青野及

び北浦 

   付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


